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今後の取引条件の改善対策について 

平成 28 年 8 月 19 日 

中 小 企 業 庁 

 
１．対応の方向性 

以下の各措置（及び公正取引委員会・他府省の主導で進められる措置）

により、型の管理の適正化、手形支払の改善はもとより、原価低減活動

の適正化、社内マニュアルの整備、サプライチェーン全体の取引適正化

等の主要課題について、適正化に向けた取組の具体化と浸透を図る。 

 

(1)実態把握 

これまで ① 大規模な書面調査（大企業 1 万 6 千社、中小企業約 1 万社を

対象）、立場の弱い下請事業者に対するヒアリング（製造業

等では 191 社以上）、100 社弱の大企業ヒアリングを実施。 

今後 ② 機械製造業、繊維製造業、食品加工業等の業種について、保

秘に留意しつつ、まず、下請中小企業へのヒアリングを行う

とともに、その結果を踏まえて、大企業ヒアリングの実施に

ついても検討。 

 

(2)普及啓発 

これまで ① 取引上の問題点を分かりやすく示した事例集、価格交渉ノウ

ハウハンドブックを作成し、周知。 

・経済団体（経団連、日商、中央会、業種団体等） 

・大企業ヒアリングでの周知（6 月以降） 

・全国の中小企業支援機関等（約 3 万部） 

・セミナーの開催（年度内に 200 回開催予定） 

・中小企業への個別相談 

② 新聞広告を実施。 

今後 ③ 今後も、様々な機会を捉え、事例集、ハンドブックの一層の

普及・啓発。 

・下請代金法等の講習会（年間 500 回、延べ 1 万人の調達担

当者等が参加） 

・下請月間における取引適正化の要請文書（親事業者へ約 20

万通） 

・下請代金法の書面調査（下請事業者へ約 20 万通） 

④ 積極的な情報発信、取材対応による、新聞等での掲載機会の

増大。 
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 (3)法令の運用強化 

これまで ① 例年、下請代金法に基づき、書面調査を実施（親事業者、下

請事業者合わせて約 24 万通）。 

28 年度は、これまでのヒアリング結果を踏まえて、金型、知

的財産、原価低減要請等の調査項目を充実した上で、親事業

者への調査を発送済み。 

② 例年、下請代金法に基づく立入検査、改善指導を実施（年間

1,000 件程度）。 

③ 16 業種の下請ガイドラインを策定し、必要に応じて改定。ま

た、下請中小企業振興法・振興基準に基づき、例年、業界団

体を通じて取引条件改善等を要請（27 年度は 864 団体）。 

今後 ④ 親事業者に対する調査の回答を踏まえた下請事業者への書

面調査の実施。 

⑤ 例年の立入検査に加え、対象企業や検査項目の面で重点化を

図った特別な立入検査の実施。【28 年度内着手】 

⑥ 下請代金法の運用基準等における違反事例の充実に向けて、

これまでの調査やヒアリングを踏まえ、公正取引委員会に対

して積極的に情報提供。 

⑦ これまでに明らかになった型、手形支払、原価低減要請、サ

プライチェーン等の課題を踏まえ、平成 28 年度内を目処に、

下請ガイドラインの改訂を実施。 

下請中小企業振興法・振興基準についても、必要な見直し。

 

２．合理的な価格決定（原価低減活動、労務費の扱い等）【重点事項１】 

(1) 基本的考え方 

① 取引対価は、取引数量、納期、品質等の条件、材料費、労務費等

の費用を考慮して、合理的な算定方法に基づき、下請中小企業の

適正な利益を含み、双方が協議をして決定するもの。合理性のな

い価格決定を事実上押しつけることがあってはならない。 

② 実際にコスト削減効果をもたらす原価低減活動は、競争力強化や

利益の改善につながるものであり、その成果は、親事業者、下請

事業者それぞれの貢献度に応じて分配されるべき。 
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(2) 課題 
① 過去には一律的な原価低減要請が行われていた例もある。不当な

原価低減要請は行わないことを、調達担当者の現場レベルまで、

あるいはサプライチェーン全体に、浸透・徹底していくことが必

要。 
② 原材料やエネルギーコストの上昇については、価格転嫁について

一定のルールが確立されている事業者も多い。一方、労務費の上

昇の影響については、「相談があれば協議する」とはするものの、

具体的な協議の仕組みや慣行が確立されていない事業者が多い。 
 

(3) 対応の方向性 

① 下請代金法の運用基準等に、合理性のない原価低減要請に該当す

る法令違反事例を追加する。【公正取引委員会に提案】 

② 下請代金法に基づく立入検査で重点的に確認する。【年度内】 

③ 価格決定の協議に当たっての原価低減要請や労務費上昇の影響

に関する留意点について、振興基準や下請ガイドラインの記述を

充実する。【年度内】 

④ 業界単位での取組を検討する。【年度内】 

 

３．型（金型、木型等）の管理の適正化【重点事項２】 

(1) 現状 

① 量産終了後の型を長期に保管し、その費用が十分に回収できない

ことが、下請事業者の負担となっている。 

② 型が適正に管理されないことで、サプライチェーン全体でのコス

トが押し上げられている可能性がある。 

 

(2) 課題 

① 量産終了後の型について、型の所有権、保管費用の負担、保管義

務が生じる期間、返却や廃棄の申請や回答の手続き等についての

取り決めの明確化が必要。 

② 管理の適正化に向けた、最終製品メーカーから部品供給者まで、

サプライチェーン全体での取組の強化が必要。 
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(3) 対応の方向性 

① 下請代金法の運用基準等に、金型に関する法令違反事例を追加す

る。【公正取引委員会に提案】 
＜参考１＞業種別下請ガイドラインに記載された違反事例 
・発注者が受注者に対して、長期にわたり使用されない型を無償で保管、管理さ

せている。 
・当初想定していない保管に伴うメンテナンス等を受注者に行わせている。 
・受注者からの型の廃棄申請に明確な応諾をしない。 
 

② 下請代金法に基づく立入検査で重点的に確認する。【年度内】 

③ 型に関する留意事項について、振興基準や下請ガイドラインの記

述を充実する。【年度内】 

④ 業界単位での取組を検討する。【年度内】 

 

４．手形支払の改善【重点事項３】 

(1) 現状 

① 下請代金法において、下請代金の支払期日は、親事業者が下請事

業者から給付を受領した日から起算して 60日の期間内において、

かつ出来る限り短い期間内に定められなければならない、とされ

ている。 

現金払いが原則であるが、この期間内に手形（割引困難手形を除

く。）を交付することが認められていることから、下請代金法は

支払期日までに確実に現金化できる手段による支払を許容して

いると考えられる。 
＜参考２＞下請代金支払遅延等防止法（昭和三十一年六月一日法律第百二十号） 
 
（下請代金の支払期日）  
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容につい

て検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日（役

務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次

項において同じ。）から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り

短い期間内において、定められなければならない。  
 
（親事業者の遵守事項）  
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号（役

務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。）に掲げる行為を

してはならない。  
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。  

２ 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号（役務提

供委託をした場合にあつては、第一号を除く。）に掲げる行為をすることによ

つて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。  
二 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関

（預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。）による割引

を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。  
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② 他方、手形や電子記録債権、一括決済方式（ファクタリング）な

どは現金化が可能な手法であるが、割引料その他現金化に係るコ

ストが生じる。多くの場合には、下請事業者がそのコストを負担

しているものと考えられる。 
 

③ 一般に、親事業者の方が企業信用が高く、また取引先金融機関の

資金調達コストが低いため、資金調達や現金化に係るコストが低

くなる傾向にある。このため、現金化コストを親事業者負担とす

ることで、サプライチェーン全体のコスト低下につながる可能性

がある。 

 

④ なお、手形の利用は印紙税や管理コストの削減の観点から年々減

少しており、現金払い、一括決済方式（ファクタリング）、電子

記録債権の利用へ移行する傾向にある。支払方法の変更は、親事

業者の事情、申し出によることが通常である。 

 

(2) 課題 

① 大企業ヒアリングでは、現金払いの比率が 50%以下、なかには

0%という例も確認されており、現金払いを進める必要がある。 

② 中小企業は原材料等の仕入れを現金で行っていても、親事業者か

らの支払は手形で行われているケースもあり、資金繰りに苦慮し

ている事例もある。 

③ 親事業者である中小企業者が手形支払をしている場合もある。 

 

(3) 対応の方向性 

① 現金払いを基本とし、支払手段によって下請事業者が受け取る実

質的な下請代金に差が生じないよう、現金化にかかるコスト（割

引手数料等）の負担について、双方で十分に協議することを促す

方策を検討する。【年度内】 

② 手形の実情をさらに調査しつつ、割引困難手形の扱いを含め、制

度的な手当の在り方を検討する。【年度内】 

③ 業界単位での取組を検討する。【年度内】 
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製造業の大企業ヒアリングの結果 
 

平成 28 年 8 月 
中小企業庁 

 
１． 対象数  ： 19 社  （うち 1 社は 8 月中に実施予定） 

自動車関連 7 社、情報通信機器 7 社、建機・プラント 5 社 
２． 実施時期： 平成 28 年 7 月～8 月 
３． 業種毎の調達傾向 

  

自動車関連 海外生産、グローバル調達、系列や資本関係によらない競争的調

達が進む中、国内のティア１企業及び国内の下請事業者の受注環

境は、今後も厳しい状況が続く見込み。 

① 出資を受けている自動車メーカーからも、他のメーカーからも受注してくるよう言わ

れており、依存度は高くない。モデルチェンジの際に受注できるかどうかで、売上

げは大きく影響を受ける。 
② 売上げの 2/3 が海外であり、国内下請事業者への発注金額は右肩上がりとはなら

ない中、国内ではどんな仕事や技術を守っていくのかが課題。 
③ 自社の依存度が高い自動車メーカーが海外現地生産、グローバル調達を行い、

国内の仕事が減っていく中、何とか自社の下請を含めた国内の仕事を守ることを

考えている。なお、下請各社の当社への依存度も極めて高い。 
④ 足元では単体（主に国内売り上げ）の売り上げに対して、海外の売り上げが数倍。

国内はじりじりと減少傾向。調達は 15 年ほどまえに、各工場での調達から本社での

集中購買に移行した。購買本部が取引先の選定、契約、価格決定などの権限を持

つ。工場調達と比べ、見えにくくなったことがあるのも事実。 

情報通信機器 売上げ、生産の海外比率が高く、グローバル調達が進展する傾

向。本社での一括調達の動きもあり。また、多様な製品、事業があ

るため、本社だけでは現場レベルでの取引適正化の把握が十分と

は言えないおそれもある。 

① 本社で方針や社員教育などはするが、予算や原価の管理、価格交渉などは事業

会社で行っている。 
② 生産拠点は海外にシフト。外注取引先は約１万数千社のうち、日本国内の下請事

業者は約４千社、今後、調達は事業会社から本社機能に集約していく方向。 
③ ハードからソフトへシフトし、工場の取引する下請事業者は減少。 
④ 受注生産がメインであり、継続購入はほとんどない。 

建機・プラント 建機は、海外生産品への部品供給も含め、国内受注環境が一定

程度ある。また、量産型の事業である。 

プラント（重工業）は、量産型の事業とは異なる調達傾向が見られ

る。他方、多様な製品、事業があるため、本社だけでは現場レベル

での取引適正化の把握が十分とは言えないおそれもある。 

① 建機の売上げはほとんどが海外。他方で、海外生産比率はそこまでではなく、国

内生産の相当程度を輸出に回している。キーコンポーネントは日本国内で開発・

調達する方針もあり、海外生産・組立てのものであっても日本のサプライヤーから

の調達に拠っている。 
② 本社・全社としては原価低減要請はしていない。事業会社、事業拠点で必要とする

場合もありうるが、実績までは把握していない。 
③ 一部量産品の事業もあるが、それ以外の取引についてはほぼオーダーメイドであ

り、その都度取引の内容を決めている状態。特にプラントについては設計図次第で

調達する部品も結構変わりうる。 

 

資料２別紙
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４． 結果概要 （★自動車関連 ●情報通信機器 ■建機・プラント） 
項目 好事例 課題事例 

１．政労使合意

の認識 

(1)政労使合意の趣旨を理解し、

社内ルールを変更した。 
① 政労使合意を踏まえて、価格改定等につ

いて、申し出があれば協議に応じる形で

はなく、当社から一次取引先に価格改定

等で困っていることは無いか訊く、という

ルールに変更した。★ 

(2)社内での認識度は把握してい

ない。 
② 認識不足もあったので再度周知した。★ 
③ 自社が経団連の役職会社であり、社内へ周

知したが、認識度は把握できていない。■ 
④ 合意を尊重する意思はある。ただ、新聞等

で知ったものであり、工業会から連絡がきた

記憶がない。★ 
⑤ 合意が現場レベルまで浸透しているかは把

握できていないが、趣旨は遵守するよう本

部から促している。● 
⑥ 政労使の趣旨を尊重する意思はあるが、周

知を行っていない。● 
 

２．政労使合意

の趣旨を踏ま

え た 価 格 見

直し 

(1)具体的な根拠やルールを基

に、価格転嫁などの価格見直しを

実施。 
① 運賃や人件費・賃上げなどによるコスト増

分についても、言い値を 100%聞くわけで

はないものの、合理的なものであれば協

議の上で着地させている。★ 
② 生産ラインの専用性が高い場合などで

は、発注数量が減少するとコストアップに

つながるため、価格を見直す例もある（具

体例の提示あり）。★ 
③ 事故など発注者の責任で生産ラインが止

まった等の影響があり、追加的費用が発

生した場合には、受注者の支払明細を確

認した上で支払っている。★ 
④ 価格転嫁については、原材料価格は市

場価格に応じて価格を見直すことをルー

ル化。 電気料金はそこまでの明確なル

ールはないが、転嫁の事例あり。労務費

はルールがない。★ 
 

(2)最終製品のメーカーが転嫁に応

じないことが理由で転嫁が進まな

い。 
⑤ 鋼材の二次加工費について、ある自動車メ

ーカーが転嫁を認めたため、自社も取引先

への転嫁に応じられた。しかし、転嫁を受け

入れない自動車メーカーもあり、粘り強い交

渉をしている。★ 
 

(3)要請があれば協議する、として、

社内ルールが明確ではない。 
⑥ 値上げの申し出があれば都度対応している

が、ルールはない。■ 
⑦ 数量が見積もり時から大きく減った場合も、

取引先から要請がなければ価格見直しの

必要性は分からない。★ 

 

３．定期的な原

価低減要請 

(1)製品メーカーからの要請はある

が、下請事業者には要請しない。 
①自動車メーカー各社からは毎年厳しい原価

低減要請が来るが、取引先に割り振らず、

基本的に自社内の努力で吸収している。も

ちろん、相当程度協議をし、当社からもスペ

ックや素材変更等の提案も行っている。★ 

(2)継続・量産型の事業でないた

め、定期的な原価低減要請をして

いない。 
②継続取引・量産品が少ないため、下請事業

者への一斉の原価低減要請は実施してい

ない。ＶＥ活動を通しての仕様の見直しや発

注方法の見直しなどによる共同での原価低

減要請はあり。■ 
 
 
 
 

(3)過去には一律の原価低減要請を

行っていた。現在はしない方針とし

ており本社でチェックもしているが、

現場レベルの調達実態は完全には

把握できていない。 
③2000 年頃は一律の原価低減活動を実施し、

これによりサプライヤーがずいぶんと疲弊して

しまった。その反省に立ち「根拠の無い原価

低減活動はしない」こととし、本部でも稟議で

確認している。しかし、各工場の調達現場に

おける日々の活動をどこまで正確に把握でき

ているか心許ない面もあり。この機会に再度見

直し、徹底を図りたい。■ 
④契約当初の段階で、低減カーブを取り決める

パターンはある。■ 
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４．原価低減活

動 の 合 理 性

と成果のシェ

ア 

(1)下請事業者と協力して、合理的

な原価低減の手法で実施し、成果

をシェアする。 
① 下請取引先と共同で技術開発や原価低

減活動に取り組み、その果実については

シェアしている。★ 
② 自動車メーカーからは毎年春に原価低減

の要請が来る。メーカー社員と当社社員

が一次取引先に一緒に入り込んで低減

活動を実施することもあり。★ 
③ 10 年前までは、自動車メーカーからの

○％低減という数字を取引先にも示して

いたが改めた。いまは、解決すべき困りご

とを一定件数登録するよう要請し、取引先

と一緒に改善に取り組み、表彰もしてい

る。背景は、将来の競争を勝ち抜く活動

を重視したこと、及び、過去 10 年で下請

法の調査や検査が増えたこと。★ 
④ 「ものづくり活動」として、技術的な裏付け

を持った生産性向上、ロスの削減などの

改善活動に取り組んでいる。数千件のデ

ータベースがあり、一度断念した項目に、

再挑戦することもある。★ 
⑤ 取引先が参加する毎年の「懇談会」や

日々の業務の中で、取引先の困りごとを

聞いている。例えば、受注側にとっては変

えられない設計上の問題も取り上げ、規

格を見直し、不良率を引き下げるなどし

て、取引先の利益の源泉をつくっている。

件数と進捗状況も管理している。★ 
 

(2)過去には一律の原価低減要請を

行っていた。（上記再掲） 

原価低減の合理性を伝える方法を

工夫する必要がある。 
⑥ 原価低減要請の内容の書面交付は行って

いない。★ 
 

下請事業者の努力でも成果を折半

している。 
⑦ 製造方法を改善できたものについては、利

益を折半。アドバイザーとして一緒に原価

低減を目指す場合と、下請の自助努力に

任せる２パターンある。下請事業者の自助

努力で原価低減したものでも利益折半。●

 
 
 

５．下請法遵守

の仕組み、取

組 

(1)適正取引のため、組織的な仕

組みを講じている。 
① 「調達担当者の行動規範」を策定し、取引

先との「対等なパートナー」「共存共栄」の

精神などを盛り込み、調達担当の全社員

に共有している。■ 
② 不定期であるが、下請法の社内監査を実

施している。■ 
③ バイヤーのコンピテンシー評価の中に、

下請ガイドラインの理解と遵守を項目とし

て入れている。★ 
④ JEITA の下請法マニュアルに則り対応し

ている。● 
 

(2)法律に基づく調査や立入検査

を契機に改善をしている。 
⑤ 過去の下請法調査や立入検査での指摘

をきっかけに改善した。過去の指摘軸を

まとめ、人事異動があっても適切に引き継

ぎしている。★ 
 
 
 
 
 
 
 

 － 

 
 
 



 

4 

６．下請ガイドラ

イン 

(1)ガイドラインの内容を社内マニ

ュアルに落とし込んでいる。 
① 下請ガイドラインをベースにマニュアル化

し、購買担当者の手帳に内容を折り込ん

でいる。★ 
② 小冊子でマニュアルを作っている。下請

法のみならず、下請けガイドライン、下請

中小企業振興法についても記載。さらに

当社の調達の憲法ともいえる調達四原則

を記載。★ 

(2)下請法等と比較し、周知や遵守

の具体的な取組が浸透していな

い。 
③ 下請ガイドラインが制定された当時は社内

周知したが、現在の認知度は把握していな

い。■ 
④ 下請ガイドラインに基づく総点検は行って

いない。★ 
⑤ 下請ガイドラインの研修等は行っていない。

社内イントラには掲載。● 
 

７．金型 (1)社内ルールを定め、型の廃却

や保管料支払を行っている。 

 
 
① 廃却ルールを設け、伺いがあれば一月以

内に回答している。保管費用も負担して

いる。★ 
② メーカーも型の削減、廃却の活動は積極

的に進めており、当社も相当程度削減し

てきている。（型の廃却によるスペースの

確保の写真を確認）。★ 
③ 一年以上使用していない型は廃棄検討

の対象。システムで発注状況はわかる。

● 
④ 下請ガイドラインに基づく総点検を実施

し、当社から取引先に貸与している金型

について、本年度から保管料を支払うこと

とした。★ 
⑤ 3 年間稼働実績の無い型は廃棄の検討

をする社内ルールがある。近年、その徹

底が進んでいる。● 
⑥ 型については、顧客に対して「生産中止

後 15 年間は部品を供給する」と約束して

いるものであるため、長いものでは 40 年

近く型の保管が必要となるが、保管料の

支払いや、廃棄費用負担などについては

取り決めを行っている。★ 
⑦ 量産的な製品はモデルチェンジ（4 年）＋

サービス期間（7 年）で 11 年。使っていな

い型は原則引き上げて当社で保管・廃

棄。● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)組み立てに専用治具が必要であ

るなど、「つくり溜めをした型を廃

棄」する対応が難しい場合もある。 
 

⑧ 部品を一定数作りためておいて、金型を廃

却することも考えられるが、実際には組み立

てのための専用の治具も必要であり、簡単

ではない。★ 
⑨ 金型の定期廃棄はできておらず、課題があ

るのが実情。当社も、頭を悩ませており、ル

ール化に向けて社内で検討をしている最

中。海外に同じ型があれば廃棄できるかも

しれないが、根本的な解決にはならない。

★ 
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８．支払条件 (1)現金支払の割合が 100%又は

半分以上である。 
① 現金 100%、又は現金 60%及び電子記録

債権 40%。■ 
② 下請取引事業者数百社のうち、数十社は

手形やファクタリングを使っているが、そ

の他は現金で支払い。● 
③ 現金 85%、ファクタリング 15%。サイト 90

日以内。● 
④ 現金 70%、手形 30%、サイト 90 日。長年

に渡る商慣習。★ 
⑤ 下請企業には、現金 60％、一括信託

40％で支払。■ 
⑥ 現金 50%、90 日電子手形 50%。★ 
⑦ 現金 60%、手形 40%。自動車メーカーか

ら当社への支払は全額現金。今後、取引

先には支払の不満について確認する。 

(2)現金払いから手形等支払に変

更する際に、取引価格の見直しを

して、資金化に関するコストを負担

している。 
⑧ 下請事業者への支払は現金払いであっ

たが、自社の経営状況を理由に、2013 年

に電子記録債権を導入した。その際、全

ての取引部品について割引手数料分

（0.3%）の値上げをした。● 

(3)他方、継続的・安定的取引で

は、手形を希望する例もある。 
⑨ 手形等による支払が多いが、取引先の要

求を受けてのもの。自動車関係で、継続

的にボリュームや支払も安定している取

引について、取引先の社長さんから「経

理が『手形を割りたい』と言い出せば、経

営状況に黄信号というメルクマールにな

る。現金だと、これが分からない。」といっ

た話は聞いたことがある。現金払いを希

望されれば、応じるつもり。★ 
⑩ 手形については、下請法を遵守した条件

を設定。ファクタリングは、希望者のみ契

約している。この契約により、下請事業者

は手形管理業務削減、手形割引より一般

的な有利なレートで資金化可能などのメリ

ットを享受できる。■ 

(2)現金払いの割合が少ない。 

長く続いた取引慣行、として、現金

支払いの割合の根拠や考え方など

が明確ではないこともある。 
⑪ 現金 30%、手形（電子記録債権含む）

70%。ただし、取引先から要請があり、全額

現金払いとしている取引先もある。★ 
⑫ 商慣行として、120 日は長くないという認

識。他業種ではもっと長い例もある。● 

 

９．労働条件 (1)最低賃金の引き上げを契機とし

た要請を受けて、取引価格を見直

した。 
① 昨年の最低賃金の引上げに伴い、内職

への外注費用が増加したことを理由とし

た取引価格引上げ要請があり、受諾し

た。● 
 

(2)労務費については「相談があれ

ば協議に応じる」とするものの、実

例はあまりない。長年の取引慣行

から、言い出すことが難しいケース

が多い可能性がある。 
② 標準見積書の中で、人件費についてもレー

トを算出するようにしているが、賃金上昇を

要因とした相談の具体的な事例はほとんど

ない。● 
③ 賃金上昇に伴う価格見直しは、これまでに

サプライヤから要望を受けたことはないが、

もしあれば、真摯に対応したい。★ 
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１０．取引先事

業 者 へ の 支

援 

(1)国内取引先の受注力を高める

ため、他社との取引を支援。 
① 下請取引先の当社への依存度が高すぎ

ることは極めて不健全であることから、当

社への依存度が極力 40％を超えないよう

に注視。共同で行った技術開発の成果を

用いて、他社との取引を行う事を慫慂す

るなど、依存度引き下げを指導、サポート

している。★ 

(2)取引先とのコミュニケーションを

積極的に行う必要がある。 
② 本社全体として下請事業者と積極的に話し

合いをする場は設けていない。● 

 

１１．サプライチ

ェーン全体の

取引適正化 

(1)リストを作成し、サプライチェー

ン情報を把握。取引先に、二次以

降の適正取引を要請。 
① 東日本大震災以降、BCP の観点から、三

次～五次などすべての取引先の下請を

把握。大きな地震等により影響を受けそう

な事業者のリストが上がってくる仕組みを

作っている。当社の直接取引先に対し

て、二次下請以降の企業との取引適正化

を要請してきている。★ 
② 自社の取引先百数十社に対して、品質管

理の観点から二次三次取引先、数百社の

リストを把握している。★ 
③ 本年春、「優越的地位の濫用禁止」などを

折り込んだサプライチェーン CSR 推進ガ

イドラインを制定し、取引先に遵守を要請

している。● 

(2)リスト作成企業であっても、二次

以降の取引適正化の状況把握は

困難なのが実態。 
④ リストがあっても、取引適正化の把握までは

困難である。★ 
⑤ リストはあるが、取引適正化の状況把握は

一次までで手一杯。★ 
⑥ BCP の観点もあり把握に努めているが、三

次、四次下請までがやっと。★ 
 

 
以上 


